
１ 　入札に付す事項

２ 　入札参加資格
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３ 　入札参加手続

　本公告に基づく入札に参加するための入札参加手続は、要しない。

４ 　設計図書について

※

※

※

工事種類

管工事

工 事 概 要

　令和4年度いわき市入札参加有資格者名簿（指名競争入札参加者要綱第４条第４項に規定する
名簿をいう。）において、次に示す工事種類に登録し、当該工事種類の等級別格付及び対応する
建設業法（昭和24年法律第100号。以下「業法」という。）による許可を有し、業法第27条の23
第１項に規定する経営事項審査における総合評定値が次に示す点数以上の者であること。

総合評定値等級別格付 建設業許可

　管工事

工 事 名

令和5年1月13日まで （この工事には、30日間の余裕期間を設定する。）工 期

　この公告に基づく工事の入札に参加できる者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

　公告日から入札を執行する日までの間に、いわき市工事等に係る指名競争入札参加者の資
格審査及び指名等の基準に関する要綱（昭和52年３月28日制定。以下「指名競争入札参加者
要綱」という。）に基づく入札参加者選定基準による指名排除措置を受けていない者及びい
わき市競争入札有資格者指名停止等措置要綱（平成28年３月30日制定）に基づく指名停止を
受けていない者であること。

期 間

　設計図書等購入申込書兼購入証明書(第５号様式)は、市ホームページ(「事業者の方へ」→
「入札・契約」→「入札・契約関係様式」中の「いわき市入札契約様式集」内)からダウン
ロード又は契約課窓口にて入手すること。

入 札 参 加 形 態 　単体企業

　設計図書については、次に示す方法により販売及び貸出しを行うので、入札に参加しようとする者は、いずれかの方
法により必ず入手すること。

基 本 要 件

　公告日現在で、社会保険等（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。）に加入して
いる者（社会保険等の適用が除外されている者を含む。）であること。

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定により、本市の入札参加制限
を受けていない者であること。

　いわき市契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱（平成22年2月22日制定）第４条第１項
に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。

　　給水管布設替　φ50　50ｍ、φ20　900ｍ

　いわき市内に本店を有する者であること。

いわき市公告第67号

令和4年6月27日(月) まで

　次のとおり事後審査方式一般競争入札を行うので、いわき市財務規則（昭和44年いわき市規則第17号。以下「財務規則」
という。）第112条の規定に基づき公告する。

　　高置水槽(4ｍ3)撤去　１基

　給水設備改修、集中検針装置設置　１棟（4F24戸）

　市営住宅御代団地12号棟給水設備改修工事

内田　広之

令和4年6月7日

　いわき市鹿島町御代字柿境　地内

　　受水槽(6ｍ3)設置　１基、受水槽(6ｍ3)撤去　１基、

いわき市長

工 事 場 所

工 事 種 類

地 域 要 件

登 録 工 種
等 級 別 格 付
建 設 業 許 可
総 合 評 定 値

技 術 者 要 件

Ａ又はＢ 特定又は一般 要件なし

　業法第26条第１項又は第２項の規定により設置する主任技術者又は監理技術者（以下「監理技
術者等」という。）については、開札日を基準とし、直接的かつ恒常的な雇用関係にある者を配
置すること。
　また、業法第26条第３項の規定により監理技術者等を専任で配置する必要がある場合には、開
札日を基準とし、それ以前に３箇月以上継続して雇用している者を配置すること。

　販売場所の営業日の営業時間内に限る。

　㈱いわきコピーセンター
　　　住　所：いわき市平字作町3丁目4番地の5
　　　連絡先：TEL 0246(24)2371  FAX 0246(22)2638

　販売の期間及び場所

　令和4年6月7日(火) から

　購入希望者は、購入希望時間の３時間前までに「設計図書等購入申込書兼購入証明書(第５
号様式)｣によりファクシミリにて㈱いわきコピーセンターに購入申込みを行うこと。場 所



※

※

※

※

※

５ 　入札日時

〒970-8799　日本郵便株式会社　いわき郵便局留　いわき市役所財政部契約課

※

⑴　入札書

⑵　設計図書の調達を証明するものとして、次のいずれかの書類の原本又はその写し

　①　設計図書等購入申込書兼購入証明書 （第５号様式）

　②　設計図書等貸出申込書兼借受証明書 （第６号様式）

⑶　「経営規模等評価結果通知書　総合評定値通知書」の写し（開札日現在で有効なものをいわ

　き市に提出している場合は、免除）

⑷　工事費内訳明細書

※

※

※

※

※

※

※

　令和4年6月22日(水)

　封筒貼付用の宛名等は、市ホームページ（「事業者の方へ」→「入札・契約」中の「一般
競争入札情報」内）からダウンロードにて入手し、封筒に貼付して郵送すること。

質 問 の 方 法

郵 送 す る 物

　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加
算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）をもって
落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業
者であるかにかかわらず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に
記載すること。

午後2時30分

郵 送 開 始 日

回 答 期 日

　入札の日時及び場所

いわき市土木部住宅営繕課  電子ﾒｰﾙ jutakueizen@city.iwaki.lg.jp
　　　　　　　　　　　又はFAX 0246(22)7596

　いわき市役所本庁舎７階　入札室

開 札 日 時

　設計図書に関し質問がある場合は、質疑応答書（第７号様式）に質問事項を記載し、提出先に
電子メール又はファクシミリにて提出すること。なお、電話等による質問は、受け付けない。

　令和4年6月7日(火) から

　閉庁日（土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休
日及び12月29日から1月3日まで）を除く。

　貸出の期間及び場所

令和4年6月27日(月) まで

　入札書及び工事費内訳明細書に係る届出書は、市ホームページ（「事業者の方へ」→「入
札・契約」中の「一般競争入札情報」内）からダウンロードしたものを使用すること。

　郵便入札の条件に反した入札書については、無効とする。（郵便入札心得参照）

　郵便入札

開 札 場 所

場 所

再 度 の 入 札

　設計図書等貸出申込書兼借受証明書(第６号様式)は、市ホームページ(「事業者の方へ」→
「入札・契約」→「入札・契約関係様式」中の「いわき市入札契約様式集」内)からダウン
ロード又は契約課窓口にて入手すること。

令和4年6月14日(火) 午後５時まで期 間

　入札参加者は、定められた方法で入札書を郵送することとし、持参、電送等による入札
は、認めない。

　令和4年6月29日(水) 日本郵便株式会社　いわき郵便局必着

　回答は、回答期日に質問者に対し、電子メール又はファクシミリにより行う。
　なお、質問及び回答の内容は、いわき市財政部契約課（本庁舎７階）で閲覧に供するととも
に、市ホームページで公表する。

郵 送 方 法

　令和4年6月7日(火) から

期 間

宛 先

初度の入札方法

到 着 期 限

備 考

　一般書留郵便又は簡易書留郵便

　設計図書に対する質問

　借り受けた場合の返却期限は、次のとおりとする。
・ 午前８時30分から正午までの間に借り受けた場合は、当日午後５時まで
・ 正午から午後５時までの間に借り受けた場合は、翌日正午まで
　（翌日が閉庁日の場合は、直後の閉庁日でない日の正午まで）

　貸出希望者は、設計図書等貸出申込書兼借受証明書(第６号様式)を借受時に持参すること
とし、借り受けた者は、これを複写することができる。

　令和4年6月30日(木)

　設計図書に対する質問への回答

回 答 の 方 法

　質疑応答書(第７号様式)は、市ホームページ（「事業者の方へ」→「入札・契約」→「入
札・契約関係様式」中の「いわき市入札契約様式集」内)からダウンロードにて入手するこ
と。

　再度の入札において、参加資格があるものについては、定められた期日までに、契約課あ
てに「一般書留郵便」又は「簡易書留郵便」により、郵送するか、直接持参すること。

　再度の入札においては、工事費内訳明細書の提出を求めない。

　初度入札の開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、郵送により、
再度の入札を行う。ただし、初度の入札において有効な入札をしていない者、及び、最低制
限価格を設定した入札において、最低制限価格を下回った価格の入札をした者は、再度の入
札に参加できないものとする。

提 出 先

　令和4年6月16日(木)

　いわき市財政部契約課（本庁舎７階）



６ 　契約条項を示す場所及び期間

７ 　保証金及び支払条件

８ 　最低制限価格

９   工事費内訳明細書

10 　現場代理人 　この工事の契約金額が3,500万円未満（建築一式工事の場合は7,000万円未満）となった

場合は、現場代理人の常駐義務緩和対象工事に該当する。

　ただし、現場代理人の常駐義務の緩和については「いわき市発注工事における現場代理人の

人の常駐義務緩和に関する運用基準」に示すとおりとする。

11 　工事の区分 　この工事は、災害復旧・復興工事に該当しない。

12

13 　問い合わせ先

　令和4年6月7日(火) から 令和4年6月30日(木) まで

　財務規則第83条の２第２項の規定により請負代金額の20％以内の額とする。

　請負代金額の10分の1以上の額とする。ただし、財務規則第136条の規定に該当する場合は、契
約保証金の全部又は一部の納付を免除する。

　財務規則第83条の２第１項の規定により請負代金額の45％以内の額とする。

中 間 前 金 払

契 約 保 証 金

前 金 払

　免除とする。入 札 保 証 金

場 所

期 間

　いわき市財政部契約課　℡0246(22)7419

　この入札には、工事費内訳明細書の提出を要する。

　その他 　「いわき市郵便入札実施要綱」及び「いわき市建設工事等に係る事後審査方式一般競争入
札実施要領」並びに「入札心得（郵便入札用)」、「工事費内訳明細書の作成に係る留意事
項」、「いわき市発注の建設工事に係る一般競争入札への参加手続きについて」及び「郵便
入札に関するＱ＆Ａ」に示すとおりとし、当該要綱等は、６に示す場所にて閲覧に供する。

　この入札には、最低制限価格を設定する。

　１回以内とする。

　いわき市財政部契約課（本庁舎７階）

部 分 払


